
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

避難行動要支援者支援 

の取組み 

世田谷区 

― 地域助けあいの仕組みづくり ― 

大きな災害が発生した時は、行政や警察・消防等の態勢が整うまでの初動

期の行動が重要ですが、自ら避難することが困難な方々もおられ、地域の中

での助けあいが必要となります。 

 そこで世田谷区では、町会・自治会等との協定を結んだ地域において、災

害時に援助を必要とする方の名簿を提供し、助けが必要な方（避難行動要支

援者）と、援助する方とを結びつける取組みを進めています。 

避難行動要支援者 

町会・自治会等、民生委員・児童委員 

名簿登録 

（同意確認の上） 助けあい活動 

（普段の活動） 

（災害時の活動） 

名簿提供 

（協定締結の上） 



  

名簿 

・防災訓練への参加 

・危険箇所の把握 

・マップの作成 など 

◆日頃からの関係づくり 

・安否の確認 

・状況や避難先の伝達 

・必要な援助の要請 など ここにあげた活動は一つの例ですの

で、町会・自治会等の状況に応じて、

できるところから進めてください。 

避難行動要支援者名簿の対象範囲 

名簿に登載される項目 

◆いざという時に備えて 

◆災害発生時の活動 

・顔合わせ 

・地域行事での交流 

・民生委員の訪問 

・回覧板 など 

ご自身とご家族の安全を確認してから 



協定締結 

訪問・顔合わせ等 

名簿登載の 

同意を確認 

同意にもとづく 

名簿の作成 

避難行動要支援者 

名簿の提供 

  

名簿はこうして作られます 

町会・自治会等と区の間で名簿に関する協定を結びます。 

協定 

事業のご案内 事業の目的を添えて、対象者に名簿登載のご意思を伺います。 

対象者 

名簿登載のご意思を確認します。 

同意された方を名簿に登載します。 

町会・自治会等に名簿を提供します。 

町会・自治会等の状況に応じて、いざという時に備えた、日頃

からの活動を行っていきます。 

５ 

対象者 

対象者 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 ◇世田谷総合支所地域振興課（地域振興・防災） 
所在地：世田谷４－２２－３３        電話：５４３２－２８３１     FAX：５４３２－３０３２ 

 ◇北沢総合支所地域振興課（地域振興・防災） 
所在地：北沢２－８－１８              電話：５４７８－８０２８     FAX：５４７８－８００４ 

 ◇玉川総合支所地域振興課（地域振興・防災） 
所在地：等々力２－２８－５（仮設庁舎）  電話：３７０２－１６０３     FAX：３７０２－０９４２ 

 ◇砧総合支所地域振興課（地域振興・防災） 
所在地：成城６－２－１            電話：３４８２－２１６９     FAX：３４８２－１６５５ 

 ◇烏山総合支所地域振興課（地域振興・防災） 
所在地：南烏山６－２２－１４        電話：３３２６－９２４９     FAX：３３２６－１０５０ 

 ◇危機管理室災害対策課 
所在地：世田谷４－２１－２７        電話：５４３２－２２６２     FAX：５４３２－３０１４ 

 ◇保健福祉部調整・指導課 
所在地：世田谷４－２１－２７        電話：５４３２－２４２７     FAX：５４３２－３０１７ 

[発行]平成３０年６月 保健福祉部調整・指導課 

問い合わせ先 

 地域の町会・自治会等、区域内担当の民生委員・児童委員へ提供する名簿には、個人情報の

提供に同意いただいた方を登載します。 

 区と町会・自治会等は名簿の管理等について協定を結び、その中で事故のないように保管して

いただくこと、名簿の保管者を特定して、責任もって管理していただくことなどをお願いしていま

す。 

 また、民生委員・児童委員には秘密の厳守が義務付けられています。 

個人情報の取扱い 

 災害時には、地域の方も被害に遭う可能性があり、支援者が十分に活動できないことも考えら

れます。 

 日頃から、地域の方々と良好な人間関係を築くよう努力していただくとともに、災害時には支援

を待つだけではなく、自分から、近所の方に声をかけていただくなど「自分の身は自分で守る」と

いう心がけをいつも持ちましょう。 

名簿に登載された方へのお願い 


